
全国的に懸念されている都市の未来イメージ図

本市のめざすべき都市像

住み慣れた地域に住み続ける

公共交通による都市機能連携

都市機能の一定の集積



将来都市構造図

将来都市構造将来都市構造

まちづくりの将来像の実現に向けた都市空間の骨格を示すため、都市計画マスタープランでは、
【ゾーン】、【核・拠点】、【軸】を主な構成要素として、将来都市構造を示します。

【ゾーン】地域の強みやポテンシャルを活かした土地利用の方向性を示すまとまり 
 四街道駅周辺、物井駅周辺、千代田、池花、旭ケ丘、みそら、めいわ、鷹の台、
 たかおの杜、もねの里（暮らしやすい市街地を形成する地域）
 平地林や畑地と集落地（農業を主体とした生業を継続できる地域）
 河川や里山と集落地（みどりを有効活用する地域）

【核・拠点】人・モノ・情報の集積や交流による、魅力あふれる場所
 四街道駅周辺から概ね半径500メートル以内（四街道市の顔となる賑わいの場）
 物井駅周辺の、駅を含めた概ね直径1キロメートル以内
 （生活サービス機能や居住機能の維持・増進）
 四街道工業団地、鷹の台(御成台研究学園都市)、たかおの杜地域、
 四街道インターチェンジ周辺、国道51号の沿道地域等
 四街道総合公園、市民の森等（憩いの場）

【軸】周辺都市や拠点をつなぎ、交流促進・機能連携を図るネットワーク
 四街道駅周辺地域を環状する軸
 中心拠点、産業拠点を連携する交通軸
 松並木シンボルロード沿道
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　 市街化区域の基本的な考え方
　本市では、中心核である四街道駅周辺、郊外的市街地である千代田、池花、旭ケ丘、みそら、めいわ、鷹の
台、たかおの杜、もねの里を市街化区域として定めています。
　今後も住宅地、商業・業務地、工業用地等のバランスのとれた環境を維持し、秩序ある市街化を促進します。

　 市街化調整区域の基本的な考え方
　市内には、斜面林や谷津田等、視認性の高いみどりに加えて、集落周辺の屋敷林、河川や水路等、次世代に
引き継ぐべき貴重な自然環境が残されています。これらの自然環境を無秩序な開発から守るため、市街化を
抑制します。
　なお、広域交通機能を活用できるエリアについては、産業の振興を考慮し、地域の実情に合わせて産業拠点
として整備を行います。

　市内外の多くの人が交流しながらスポーツ・レクリエーションを楽しみ、また、身近にみどりと親しむ
ことができるように、公園緑地の整備や機能充実を図ります。
　また、公園や市民の森をみどりでつなぐネットワークの形成や、
生産緑地の保全を行い、みどり多いまちづくりをめざします。

　本市の道路交通体系は、広域に連携する東関東自動車道水戸線や国道51号等の道路によって、生活
や産業活動が支えられており、都市の持続的発展を図る観点から、各環状道路の整備や駅へつながる
アクセスの向上を図ります。
　また、拠点間・都市間を結ぶ公共交通ネットワークの充実を図り、誰もが移動しやすい道路交通基盤
の整備や自転車ネットワークの形成を推進します。

　市街地整備については、四街道駅周辺を中心核、物井駅周辺を周辺市街地等の核とし、それぞれ適した市
街地環境と都市景観の形成に努め、併せてコンパクト・プラス・ネットワークの実現を図ります。
　また、産業の振興のため、新たな都市的土地利用地を図る必要が生じた場合は、十分に検討した上で対応し
ます。
　なお、市街地の拡大となる市街地開発は、農業振興や自然環境に十分配慮し、少子高齢化による人口減少
時代を迎えることを視野に入れて、慎重に対応します。

都市整備の方針①都市整備の方針①

土地利用の方針1

市街地整備の方針2

道路交通整備の方針3

公園緑地整備の方針4



　河川や公共下水道、ごみ処理施設等は、市民が衛生的で快適な都市生活を営むための基本となる都市基盤
施設です。社会情勢の変化を踏まえ、サステナブルを考慮した施設管理や、事業運営に取り組みます。
　既存の公共施設については、有効活用することを基本としながら、コンパクト・プラス・ネットワークを推進
します。

都市整備の方針②都市整備の方針②

その他都市施設整備の方針5

　魅力ある市街地の形成、周囲と調和した意匠や色彩を施した公
共施設等の配置、里山の保全推進に努め、もって景観の保全を図り
ます。
　また、景観形成の活動を行っている市民団体へ支援や市民協働を
推進するとともに、「景観計画」の策定を検討します。

景観形成の方針6

　市内には、谷津田や斜面林、畑地等、視認性の高いみどりに加え
て、古木や巨木、平地林、河川や水路に生息する昆虫類や鳥類、植物
等の貴重な自然が残されています。
　これらの大切な自然を次世代へと引き継ぐために、里山や水辺を
保全することにより、動植物の生息・生育域である豊かな自然を維持
する取組を展開します。
　また、市民が自然に親しめるよう、自然とふれあい、その大切さが
実感できる機会と場を提供します。

自然環境保全の方針8

　地震や豪雨災害等に備えた防災まちづくりをめざし策定された「国土強靭化地域計画」に基づき、被害の拡
大を回避する発災前の施策を推進するとともに、避難所となる公共施設の適切な維持管理や、災害時に活用
できる消防水利を含めた施設の整備を図ります。
　公共空間においては、避難場所の確保や火災延焼を防止するグリーンインフラの機能とともに、日常におけ
る多目的な活用を図ります。
　防災拠点においては、災害の激甚化・頻発化や、救急需要の更なる増加に対応するため、複合的な機能を備
えた公共空間の形成に努めます。
　また、近隣市と連携した緊急輸送道路の整備や連絡体制の強化により、災害時に円滑かつ効率的に安全を
確保できるよう防災力の向上に努めます。

防災・減災の方針7



★アンケートにご協力ください
「都市計画マスタープラン全体構想（骨子案）」のパネル展示はいかがでしたでしょうか。
右のQRコードをスマートフォン等のカメラで読み取り、アクセスして、アンケートにお答えください。
下記URLに遷移します。
https://questant.jp/q/yotsukaido-panel

今後の進め方今後の進め方

　市民の皆さんに、ホームページ等を通じて新たな四街道市都市計画マスタープランについての情報
を広く提供しながら検討していきます。

現行の都市マスタープラン

市の概況と課題の整理
市民向けアンケート・企業向けアンケート実施

都市計画マスタープラン全体構想（骨子案）の作成

都市計画審議会【骨子案の報告】

都市計画マスタープラン全体構想（骨子案）の公表

パネル展 ①イトーヨーカドー四街道店
 日時：10月1日（日）～10日（火）９時～21時（10日は13時まで）
 オープンハウス：10月1日（日）、6日（金）、7日（土）、8日（日）
 いずれも10時～12時、15時～17時
 ②市役所１階ロビー
 日時：10月11日（水）～20日（金）、8時30分～17時15分

地域別懇談会（ワークショップ）10月～令和6年2月　５地域×３回実施

市民意見の反映

令和４年度令和４年度

令和5年度令和5年度

都市計画マスタープラン地域別構想・実現化方策の検討

都市計画マスタープランとりまとめ（案）

パブリックコメントの実施

都市計画審議会【諮問】

市議会へ報告

新たな都市計画マスタープランの策定

令和6年度令和6年度

回答期限：10月20日（金）


